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新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための時限的・特例的な取り扱いに係る 

処方箋について（薬剤交付までの主な流れ） 

 

 

 平素、本会の運営に際しまして、種々ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、標記新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための時限的・特例的な取り扱い

に係る処方箋（薬剤交付までの主な流れ）について、日本薬剤師会より別添のとおり通

知がありました。 

 先般お知らせした「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器

を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」（令和2年4月10日付け事務連絡、

厚生労働省医政局医事課／医薬・生活衛生局総務課）に基づく処方箋の取り扱いについ

て、別添のとおり整理されました。 

 つきましては、ご多忙の折、誠に恐縮ですか、貴会(部会)会員にご周知下さいますよ

う、よろしくお願いいたします。 
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